
熱海市都市計画の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の花「ウメ」 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の木「アタミザクラ」 

      

 

都市計画とは（法第４条） 

    都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備 

及び市街地開発事業に関する計画をいいます。 
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第１章 都市計画法の概要 

 

1-1 都市計画法の目的等 

 

1-1-1 都市計画法の目的と基本理念 

 

(1)目的 

都市市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、広域的見地から定められ

る国土全体あるいは地方全体の開発計画や利用計画等の上位計画に沿った、当該都市の「土

地利用」、「都市施設」、「市街地開発事業」に関する計画を総合的かつ一体的に定めることに

より、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。 

したがって、都市計画を決定又は変更する際には、上位計画に当たる国土利用計画法、国

土形成計画法等の法律に基づく諸計画や市町村が定める各種計画等との整合を図る必要が

あり、内容によってはこれらの拘束を受けることとなります。 

また、各種都市計画の内容については、都市計画法のほか、都市計画法を受けて別法で具

体的内容を規定しており、例えば、地域地区のうち用途地域については指定要件を都市計画

法で、指定地域における規制内容等を建築基準法で詳細に定めています。 

 

(2)基本理念 

都市計画の基本理念については、都市計画法第 2 条に明記されており、農林漁業との健

全な調和を前提として次の 2 つの理念が掲げられています。 

① 健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと。 

② 「①」のためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきこと。 

 

(3)都市計画法関連法体系 

 都市計画法に関連する上位法、個別の規制法等の関係は次のとおりです。 

 



1-1-2 都市計画法の沿革 

 

現在の都市計画法は、昭和 43 年の制定以果、数度の改正を経て現在に至っています。 

 

＜都市計画法等の沿革＞ 

◎1888 年(明治 21 年)「東京市区改正条例」 

・近代国家の首都にふさわしい都市整備 

・街路整備に重点を置いた施設設計 

・大正 7年に東京以外の 5大市(大阪、名古屋、京都、横浜、神戸)に準用 

 

◎1919 年(大正 8 年）「(旧)都市計画法」、「市街地建築物法」 

・交通、衛生、保安、経済等に関し永久に公共の安寧を維持し福利を増進するための重要

施設（地域地区、事業を含む。）の計画 

・地域地区(住居、商業、工業、(未指定)、特別地区)の規制内容は市街地建築物法に規定 

・当初は 6 大市(東京、大阪、名古屋、京都、横浜、神戸)に適用 

・大正 12 年に札幌他 25 都市に法適用 

・昭和 8年に法適用の全国拡大(市の全部及び市に準ずる町村) 

・昭和 13 年に市街地建築物法の改正が行われ、専用地区により戸建住宅地、大規模工業

地帯を形成 

 

◎1946 年(昭和 21 年)「特別都市計画法」 

・全国 115 戦災都市の復興計画(地方都市で初めての総合的な都市計画事業の実施) 

・ 土地利用、施設、事業に関する個別法制の整備 

 

◎1950 年(昭和 25 年）「建築基準法」(市街地建築物法の改正） 

・準工業地域、特別用途地区(特別工業、小売店舗、文教、厚生等) 

・用途地域指定都市の拡大のため、用途地域の細分化・多種類化 

 

◎1968 年(昭和 43 年）「(新)都市計画法」 

・区域区分(線引き)制度及び開発許可制度の導入(都市のスプロール防止のための土地利

用・制限強化) 

・都市計画決定手続の合理化(都市計画の決定権限をすべて地方公共団体に委譲) 

・用途地域の指定を中心とした地域地区制を充実させ、土地利用の純化を目指す 

・建ぺい率、容積率、高さ制限等の制(集団規定)を設け、建物の用途と形態を規制(健築

基準法) 

 

◎1974 年(昭和 49 年)「都画法の改正」 

・開発許可制度の拡充(未線引き区域への開発許可適用、許可対象拡大) 

 

◎1980 年(昭和 55 年)「都市計面法の改正」 

・地区計画制度の創設 

 

◎1992 年(平成 4 年)「都市計画法の改正」 

・用途地域の細分化(8 種類⇒12 種類) 



・市町村マスタープランの創設 

 

◎1998 年(平成 10 年）「都市計画法の改正」 

・特別用途地区の多様化(大型店立地への対応) 

・市街化調整区域内地区計画決定による開発許可 

 

◎1999 年(平成 11 年）「都市計画法の改正」 

・都市計画決定等に対する国又は都道府県知事の関与の変更(「承認」⇒「同意を要する

協議」） 

・市町村都市計画審認会の法定化 

・政令指定都市の都市計画決定権限の拡充、市町村の都市計画決定権限の拡充 

 

◎2000 年(平成 12 年）「都市計画法の改正」 

・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の創設 

・市街化区域と市街化調整区域の区域区分(線引)）の選択制を還入 

・準都市計画区域、都市計画区域外開発許可制度の創設 

・特定用途制限地域の創設 

 

◎2002 年(平成 14 年）「都市計画法の改正」 

・都市計画の提案制度の創設 

・用途地域における容積率等の選択肢の拡充 

・地区計画制度の見直し 

 

◎2004 年(平成 16 年）「都市計画法の改正」 

・美観地区を廃止し、景観地区を追加 

 

◎2006 年(平成 18 年）「都市計画法・建築基準法の改正」 

・大規模集客施設が立地可能な用途地域の見直し(6 地域⇒3 地域) 

・非線引き白地地域での大規模集客施設の立地規制 

・新たな地区計画制度の創設(開発整備促進区の創設) 

・準都市計画区域制度の拡充(指定要件の緩和、指定権者を都道府県に変更) 

・都市計画提案権者の範囲の拡大、広域調整手続きの充実 

・開発許可制度の見直し(大規模開発許可基準の廃止、公共公益施設の開発許可対象化) 

 

◎2011 年(平成 23 年）「都市計画法の改正」 

・都市計画決定等に対する都道府県知事の関与の変更（市にあっては「同怠を要しない協

認」） 

・政令指定都市の都市計画決定権限の拡充、市町村の都市計画決定権限の拡充 

 

◎2014 年(平成 26 年)「都市計画法・建築基準法の改正」 

・居住調整地域、特定用途誘導地区の創設 

 

◎2018 年(平成 30 年)「都市計画法・建築基準法の改正」 

・用途地域(田園住居地域)の拡充(12 地域⇒13 地域) 



1-2 都市計画体系 

 

都市計画は、都市計画法第 2 条の基本理念に基づいて、都市の健全な発展と秩序ある整

備を図るため、都市の長期的な観点から定められるマスタープランを基本として、都市計画

区域内に、「土地利用」、「都市施設」、「市街地開発事業」、「地区計画等」に関する計画を総

合的かつ一体的に定める『まちづくり』を行うための計画です。 

 

1-2-1 土地利用 

 

(1)区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)  

区域区分とは、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、既に市街地を形成し

ている区域(既成市街地)とおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

を市街化区域、市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域として定めるものであり、各種の

都市計画や開発許可制度を併用することにより計画的な市街化を図ることとされています。 

都市計画法第 7条では、「必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができ

る。」としており、都道府県が都市計画区域マスタープランにおいて区域区分の決定の有無

を定めることとなっています。なお、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定め

なければならないとされています。 

① 首都圏の既成市街地又は近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域又は近郊整備区域、 

中部圏の都市整備区域 

② 指定都市(地方自治法第 252 条の 19 第 1 項の指定都市。以下同じ。)の区域の全部 

又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域では、その 

区域内の人口が 50 万未満であるものを除<。) 

 

(2)地域地区(用途地域等)  

地域地区とは、都市計画区域及び準都市計画区域内の土地を利用目的によって区分し、建

築物や土地の区画形質の変更等について必要な制限を課すことにより、土地の合理的な利

用を誘導することを目的として定めるものです。 

都市計画区域では、現在 21 種類の地域地区を定めることができます。一方、準都市計画

区域では、うち、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致

地区、緑地保全地域及び伝統的建造物群保存地区の 8 種類の地域地区を定めることができ

るとされています。 

このうち「用途地域」は、建築物の用途や容積率等を規制するものであり、地域地区の中

で最も基本的なものです。 

また、「特別用途地区」は、用途地域が建築物の用途等を全国一律に規定するのに対し、

地方の特性や課題に応じて、特定の用途の利便の増進又は環境の保護等を図るため、より地

域的かつ詳細な用途の制限等について用途地域を補完して定めるものであり、地方公共団

体が定める条例で特定の用途についての規制の強化又は緩和を行うものです。 

この他にも、地域ごとの土地利用の目的により必要に応じて、特定用途制限地域、高度地

区、高度利用地区、防火地域・準防火地域、景観地区、風致地区、臨港地区、伝統的建造物

群保存地区等が定められています。 

 

 

 



＜地域地区の種別＞ 

 
 



＜用途地域等における建築物の主要な用途制限＞ 

 



＜用途地域の概要＞ 

 
 

(3)促進区域  

促進区域とは、関係権利者による市街地の計画的な整備、開発を促進するために定められ

る区域で、市街地再開発事業、土地区画整理事業、市街化区域内に残された農地等の住宅地

開発を促進することを目的として定めるものです。 



(4)遊休土地転換利用促進地区  

遊休土地転換利用促進地区とは、周辺地域の計画的な土地利用の増進を図る上で著しく

支障となっている市街化区域内の低・未利用の状態にある土地について、効果的に土地利用

転換を図り、有効かつ適切な利用に供されることを促進し、周辺地域と一体となった良好な

市街地形成と都市機能の増進を図ることを目的として定めるものです。 

 

(5)被災市街地復興推進地域  

被災市街地復興推進地域とは、大規模な火災、認災等の災害を受けた市街地の緊急かつ健

全な復興を図るため、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他建築物若しくは建築敷地

の整備又は公共施設の整備に関する事業を実施することを目的として定めるものです。 

 

1-2-2 都市施設  

 

都市施設とは、交通施設(道路、都市高速鉄道等)、公共空地(公園、緑地等)、供給処理施

設(水道、下水道等)、水路(河川、運河等)、教育文化施設(学校、図書館等)、医療・社会福

祉施設(病院、保育所等)、市揚、と畜揚、火葬場等、都市の骨格を形成し、円滑な都市活動

を確保し、良好な都市環境を保持するための施設であり、土地利用、交通等の現状及び将采

の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確

保し、良好な都市環境を保持するように定めるものです。 

都市計画決定された施設の区域内では、後続の都市計画事業の円滑な施行を確保するた

めに都市計画法第 53 条により建築規制が課せられます。 

 

＜都市施設の概要＞ 

 



1-2-3 市街地開発事業 

 

(1)市街地開発事業 

市街地開発事業とは、計画的な市街地形成を図るため、公共施設の整備とともに宅地の利

用増進、建築物の整備を一体的かつ総合的に進めることを目的として定めるものであり、土

地区画整理事業、市街地再開発事業等の 7事業があります。 

 

(2)市街地開発事業等予定区域  

市街地開発事業等予定区域とは、市街地開発事業の基本的な事項が明らかになった段階

で、事業区域、施行予定者等を定めるものであり、事業の障害となる乱開発や投機的な土地

取引が行われることを防止するため、開発行為や建築物等に制限が課せられます。 

 

1-2-4 地区計画  

 

地区計画とは、比較的小規模な地区を対象とし、建築物の建築形態、公共施設その他の施

設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な

環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、その内容は、「目標」、「方

針」及び「地区整備計画」からなります。地区整備計画が定められている区域において、土

地の区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする者には市町村長への届出が義務づけ

られています。また、地区整備計画で定めた事項のうち建築物の用途、敷地に関する事項等

を、建築基準法に基づく条例による制限として定めることができます。 

なお、地区計画には、都市計画法に基づくもののほかに他法令の規定による防災街区整備

地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画があります。 

 

＜地区計画の種類＞ 

 



1-3 都市計画決定区分 

 

地域地区、都市施設、地区計画の決定権者は次のとおりです。 

 

＜都市計画の決定権者＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 熱海市都市計画の概要 

 

2-1 熱海市の概要 

 

2-1-1 位置と面積 

 

本市は、静岡県最東部にあり、伊豆半島の入り口に位置しています。北東側は千歳川

を県境として神奈川県湯河原町に面し、北側は神奈川県湯河原町に、南側は伊東市、西

側は函南町と伊豆の国市に接しています。三方を山に囲まれ、東は相模灘に面し、沖合

約 10 ㎞周囲約 4㎞の県内唯一の離島である初島があります。また、東京から新幹線で約

50 分と首都圏からもアクセスしやすくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-2 地形 

 

富士箱根伊豆国立公園に指定されている本市西にある箱根外輪山から続く尾根筋から

東の相模灘に向かって傾斜した起伏ある斜面にまちが発展しました。地形のほとんどが

火山活動により形成され、起伏に富み、緑が豊かで、温泉に恵まれています。 

急峻な地形のため平坦地が少なく、市街地は、岩戸山、日金山、鷹ノ巣山、玄岳、朝

日山の山なみと海岸の間の平たんな部分を中心に、海岸から山腹にかけて階段状に発達

しています。海岸線は急な崖地が連なっています。また、沖合約 10 ㎞に県内唯一の離島

である初島があります。 

市の総面積は 61.78 ㎢であり、平成 28(2016)年の地目別割合をみると、48.5％が山

林、原野が 10.4％、雑種地が 8.0％、畑が 12.6％、宅地が 20.5％となっており、平成

18(2006)年の地目別割合と比較しても大きな変化はありません。 

 

2-1-3 人口 

 

(1)総人口・世帯数 

国勢調査によると、本市の人口は減少傾向が続いており、平成 27(2015)年では 37,544

人、世帯数は 18,846 世帯になっています。また、平成 27(2015)年における一世帯あた

り人口は、2.0 人／世帯になっており、昭和 35(1960)年の一世帯あたり人口 4.3 人／世

帯と比較すると大幅に減少しています。また、平成 27(2015)年国勢調査における世帯の

家族類型についてみると、一般世帯 18,818 世帯のうち、親族のみの世帯が 9,832 世帯

(52.2％)、単独世帯が 8,686 世帯(46.1％)であり、親族のみの世帯の内訳についてみる



と、夫婦のみの世帯が 4,102 世帯と最も多く、次いで、夫婦と子供から成る世帯が

2,585 世帯となっています。また、施設等の世帯については 28 世帯(1.5％)となってい

ます。 

 

＜人口と世帯数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国勢調査 地区別国勢調査人口及び世帯数（各年１０月１日現在）より） 

 

国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の地域別将来推計人口」(平成

25(2013)年 3 月推計）では、本市の総人口は平成 47(2035)年で 25,190 人、平成

57(2045)年で 20,027 人であり、平成 27(2015)年国勢調査総人口 37,544 人と比較する

と、平成 47(2035)年では 32.9％減、平成 57(2045)年では 46.7％減

と、大幅な減少が見込まれています。 

 

＜日本の地域別将来推計人口＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：平成 25(2013)年 3 月国立社会保障・人口問題研究所推計より） 

 

  

推計値 



(2)年齢３区分別人口 

平成 27(2015)年の国勢調査によると、年少人口が 2,666 人(7.1％)、生産年齢人 口

が 18,077 人(48.1％）、高齢者人口が 16,742 人(44.6％)となっています。 

推移をみると、総人口が減少しているにも関わらず、高齢者人口割合は増加しており、

平成 7(1995)年では総人口に占める割合は 22.2％でしたが、平成 27(2015)年では 44.6％

まで増加しています。また、年少人口と生産年齢人口は減少しており、年少人口について

みると、平成 7(1995)年では総人口に占める割合は 11.1％でしたが、平成 27(2015)年で

は 7.1％まで減少しており、生産年齢人口についてみると、平成 7(1995)年では総人口に

占める割合は 66.6％でしたが、平成 27(2015)年では 48.1％まで減少しています。 

 

＜年齢３区分別人口の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国勢調査 年齢（３区分）別国勢調査人口（各年 10 月 1 日現在）より） 

 

2-1-4 市域の変遷 

 

明治 22 年、熱海村に伊豆山村、泉村、初島村が合併されました。明治 24 年、熱海町とな

り、昭和 12 年に多賀村と合併して熱海市となりました。その後、昭和 32 年に網代町と合

併、昭和 36 年より公有水面埋立等を行い、市域を拡大し現在に至ります。 

本市は、昭和 9 年 12 月 1 日に熱海町全域 38.69 ㎢が都市計画法の適用を受け全域が都市

計画区域とされ、その後の市域拡大にあわせ都市計画区域も拡大されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜市域の変遷＞ 

編入年月日 編 入 地 域 編入面積（㎢） 総面積（㎢） 

明治２２年 ３月 1 日 

 

 

明治２４年 ６月１１日 

昭和１２年 ４月１０日 

 

昭和３２年 ４月 １日 

昭和３６年 ３月３１日 

～ 

平成 ２年１０月 ６日 

平成 ５年１２月 １日 

 

平成１３年１２月１９日 

～ 

平成２７年 ７月３０日 

平成２８年１０月２７日 

熱海村、伊豆山村、泉村、 

初島村が合併し熱海村

となる 

熱海町となる 

多賀村と合併、熱海市制

施行 

田方群網代町と合併 

 

公有水面、海岸空地埋立 

 

国土地理院の公表面積

に整合 

 

公有水面、海岸空地埋立 

 

国土地理院の公表面積

に整合 

 

 

 

 

２１．７９ 

  

 １．７７ 

 

 ０．２９ 

 

△０．９９ 

 

 

 ０．０７ 

 

 ０．１６ 

３８．６９ 

 

 

 

６０．４８ 

 

６２．２５ 

 

６２．５４ 

 

６１．５５ 

 

 

６１．６２ 

 

６１．７８ 

 

 

2-3 地域・地区 

 

 地域・地区は、都市計画区域内の土地をどのように利用するかを、土地の自然条件や土地

利用の動向を見ながら定めるもので、建築物の用途ごとに合理的に配慮し、良好な環境と適

正な都市機能を確保しようとする制度です。 

 なお、熱海市は全域が市街化区域・市街化調整区域の区分を行っていない、非線引きの都

市計画区域です。 

 

(1)用途地域 

用途地域は、市街地における建築物を用途ごとに合理的に配置し、良好な環境と適正な都

市機能を確保しようとする制度です。 

 用途地域内では、指定地域に応じて建築基準法により制限が行われます。 

 本市の現行の用途地域は平成 14 年 12 月 12 日に変更され、現在は 7 種類、合計面積は

1,201.2ha の範囲に指定されています。これは都市計画区域の約 19％にあたります。 

 人口減少が急速に進む中、更なるまちのコンパクト化による人口密度の維持が求められ

ているため、特に用途地域外においては今後中心市街地への居住誘導が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 



＜用途地域の指定状況＞ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

＜建築物の形態制限＞ 

●建築物の高さの限度 

高度地区(後述)の他、第 1種低層住居専用地域は最高の高さ 10ｍの指定があります。 

 

(2)特別用途地区(娯楽・レクリエーション地区、観光にぎわい商業地区) 

 特別用途地区は、用途地区を補完するもので、地域の特性に適合した条例を制定し、それ

によりきめ細かな土地利用を図るものです。 

 

＜特別用途地区決定＞ 

名 称 最 終 決 定 告 示 番 号 

娯楽レクリエーション地区 
平成 19 年 12 月 28 日 熱海市告示第 101 号 

観光にぎわい商業地区 

 

 娯楽・レクリエーション地区は、観光地などで宿泊施設等の集中立地を図る地区です。 

本市では、娯楽レクリエーション地区第 1種 6.3ha、第 2 種 474ha が指定されており、地

区内における建築の制限あるいは緩和が定められています。 
 

＜娯楽・レクリエーション地区における建築制限と緩和＞ 

種 別 用途地域 建築用途 

娯楽・レクリエーショ

ン地区（第 1種） 

 

※規制 

商業地域 １．１、２のものは建築できません。 

１．学校、神社、寺院、教会、自動車教

習所、病院、畜舎または工場（船舶

の造船、修理工場を除く） 

２．危険物の貯蔵または修理に供する建

築物。（地下貯蔵槽により貯蔵される

第 2石油類を除く） 

娯楽・レクリエーショ

ン地区（第 2種） 

 

※緩和 

第 2種中高層住

居専用地域、第 1

種中高層住居専

用地域の一部 

ホテル、旅館などは建築できます。 

種 別 面積(ha) 構成比(％) 

第 1 種低層住居専用地域 16.6  1.4  

第 1 種中高層住居専用地域 298.5  24.9  

第 2 種中高層住居専用地域 534.1  44.4  

第 1 種 住 居 地 域 8.5  0.7  

第 2 種 住 居 地 域 182.5  15.2  

近 隣 商 業 地 域 76.9  6.4  

商 業 地 域 84.1  7.0  

計 1,201.2  100.0  

 １低 １中 ２中 １住 ２住 近商 商業 

建ぺい率(％) 30 40,60 40,60 60 60 80 80 

容積率(％) 50 150,200 200 200 200,300 200,300,400 400,500 



観光にぎわい商業地区は、観光商業機能と居住機能の配置の適正化を図るとともに、観

光、商業及び文化に係る機能を集積し、にぎわいを創出することを目的としています。建築

制限の内容により、東海岸町地区 13ha 及び商業住宅共存地区 104ha に区分されています。 

 

＜観光にぎわい商業地区における建築制限＞ 

【東海岸町地区】 

①建築物の用途の制限（次に掲げる用途の建築物は建築可） 

 建てられる建物用途の種別 補    足 

観
光
商
業
用
途 

１ 店舗、飲食店 風営法第 2 条第 6項に該当するものを除く 

２ 旅館業法の第２条に規定するホ

テル、旅館 

風営法第 2 条第 6項第 4号に該当するもの

を除く 

３ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 風営法第 2 条第 6項第 3号に該当するもの

を除く 

４ 公衆浴場  

５ 巡査派出所その他の公益施設 建築基準法施行令第 130 条の 4 及び第 130

条の 5 の 4 に該当するもの 

６ その他、地域の健全な賑わい創

出に支障がないものとして市長が認

めて認可したもの 

（１）食品製造のパン屋及び菓子屋、民芸

品等の工房その他の作業場で床面積が 150

㎡以下のもの 

（２）病院、診療所、保育所等 

（３）その他集客、観光を目的とした用途

の建築物 

②国道 135 号に面する建築物には、道路に繋がる階に観光商業用途に供する部分を設ける 

こと。 

③次に掲げる場合は、①の規定にかかわらず、建築できるものとする。 

・既存の戸建住宅、長屋の建替えで、住宅部分の容積率が 300％以下のとき。 

・共同住宅・寄宿舎・下宿に観光商業用途を併設し、市長が規則で定める基準に従い許可 

したとき。 

 

※観光商業床と共同住宅等の床の規模の関係（附属建築物に供する部分は含まない。） 

 観光商業容積率：α 共同住宅等容積率：ｂ 計画容積率合計：ｃ とすると 

  ・ｃが５０～２５０まで   α＝５０（一定）、ｂ＝ｃ－α 

  ・ｃが２５０～５００まで  α＝（ｃ－２５０）×０．６＋５０ 

                ｂ＝（ｃ－２５０）×０．４＋２００ 

 ただし、建築物全体の容積率（附属建築物の容積算入部分を含む）は、建築基準法 

第 52 条による容積率制限の範囲内とする。 

 

【商業住宅共存地区】 

①建築物の用途の制限 

共同住宅、寄宿舎、下宿、有料老人ホームの容積率の合計が 300％を超える建築物を 

建築してはならない。 

 

 

 



(3)防火地域・準防火地域 

 防火地域・準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため、建築物の構造等を

規制する地域です。本市では、防火地域 21ha、準防火地域 151.2ha が指定されています。 

 

＜防火地域・準防火地域決定＞ 

名 称 最 終 決 定 告 示 番 号 

防火地域 平成元年 6 月 28 日 熱海市告示第 27 号 

準防火地域 平成元年 6 月 28 日 熱海市告示第 27 号 

 

 
 

(4)風致地区 

風致地区は、都市における自然的景観計画区域の維持を図ることを目的とした地区です。 

本市は、昭和 12 年に一部が指定され、昭和 46 年に全市域にわたる指定となりました。そ

の後、数回の変更を経て、現在は、第 1種風致地区 3,951.2ha、第 2 種風致地区 1,219.8ha

の合計 5,171.0ha が指定されています。これは市域面積の 84％にあたります。 

 

＜風致地区における建築制限＞ 

種 別 高 さ 建ぺい率 
道路からの 

後 退 距 離 

隣地からの 

後 退 距 離 
建 築 物 の 

接する高低差 緑地率 

第 1種 

風致地区 8ｍ以下 20％以下 3ｍ以上 1.5ｍ以上 6ｍ以下 50％以上 

第 2種 

風致地区 15ｍ以下 40％以下 2ｍ以上 1.0ｍ以上 9ｍ以下 30％以上 

 

＜風致地区決定＞ 

地  区 最 終 決 定 告 示 番 号 

熱海地区 平成 18 年 1 月 6 日 県告示第 20 号 

その他地区 昭和 53 年 10 月 31 日 県告示第 1006 号 



 
 

(5)臨港地区 

臨港地区は、港湾の管理運営の増進を図るための地区で、用途地域の規制は適用されず、

港湾法に基づく県条例により、建築物等の規制が行われます。 

 本市では、昭和 39 年に熱海港周囲を指定した後、平成 15 年に変更し、合計 7.0ha が指

定されています。 

 

＜臨港地区決定＞ 

名 称 最 終 決 定 告 示 番 号 

熱海港 平成 15 年 7 月 4 日 熱海市告示第 67 号 

 

(6)景観地区 

本市は、静岡県内で最も早く景観計画の策定を行う等、景観について先進的に取り組ん 

でおり、海や山との関係に配慮した市街地景観の誘導が行われてきました。 

特に、東海岸町地区については、景観地区が指定されています。 

＜景観地区決定＞ 

名 称 決  定 告 示 番 号 

東海岸町 平成 19 年 12 月 28 日 熱海市告示第 102 号 

  

(7)高度地区 

建築物の高さに制限を設けることにより、将来の街並みの高さに関する最大値をイメー

ジできるようになることから、将来の変化に対する不安の解消と、安心して暮らせる住みよ

いまちづくりに寄与するとともに、良好な景観や居住環境の保全又は向上を図ります。 

都市計画法第 9条第 18 項により、用途無指定の区域には、高度地区を指定することがで

きません。用途無指定の区域のほとんどは風致地区に指定されおり、風致地区条例により高

さが制限されています。 

※風致地区がかかっている用途地域指定区域は、高度地区から除かれています。 

 

＜高度地区決定＞ 

種別 高さ制限(ｍ) 面 積(ha) 最 終 決 定 告 示 番 号 

第 1種 21 800 
平成 19 年 4 月 16 日 熱海市告示第 50 号 

第 2 種 31 100 

 

 

 



2-3 都市施設 

 

(1)交通施設 

①道路 

 道路は、都市の機能を支える重要な施設であり、人や車の交通のためだけでなく、防災、

都市環境の保護、上下水道管の埋設など、多くの役割を担っています。 

 都市計画道路は、将来の都市の発展を予想し、都市計画法に基づいて決定される幹線道路

の計画であり、本市では、21 路線 24,521ｍが計画決定されています。 

 

＜都市計画道路整備状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②駅前広場 

 駅前広場はターミナルとしての機能のほか、地区住民の交通拠点、防災、都市景観の面  

でも重要な機能を持つ施設です。 

本市では、熱海駅 11,470 ㎡、来の宮駅 1,800 ㎡が都市計画道路の整備にあわせ計画決定

されています。熱海駅前広場については、駅ビルリニューアルに合わせ再整備を行い、平成

27 年に完成しました。 

 

 

幅 員 路線数 計画延長(ｍ) 改良済延長(ｍ） 改良率(％) 

8m 以下 8  5,530  4,760  86.1  

8m～12m 11   16,185  9,615  59.4  

12m～16m 1  2,670  2,250  84.3  

16m～22m 1  136  136  100.0  

計 21  24,521  16,761  68.4  



 
 

③駐車場 

路上駐車等の違法駐車は、道路本来の機能を低下させ、交通混雑を引き起こすため、中心

市街地においては、需要に応じた駐車場の整備が必要となってきます。 

本市では、面積 1.04ha・収容台数 300 台の東駐車場が昭和 59 年に計画決定されました。 

＜自動車駐車場決定＞ 

名 称 最 終 決 定 告 示 番 号 

東駐車場 平成 13 年 9 月 14 日 熱海市告示第 58 号 

 

(2)公園施設 

公園・緑地は、スポーツ、レクリエーションや憩いの場として利用され、災害時には避難

地ともなります。また、良好な都市景観の形成上大きな役割を果たしています。 

本市では、11 箇所 156.04ha の公園と 1 箇所 0.59ha の緑地が計画決定されています。 

 

＜都市計画公園整備状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 別 都市計画決定 開設公園 

箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 

街区公園 2   0.64  2  0.64  

近隣公園 2   2.30  2  2.30  

地区公園 1    5.0  1  4.80  

総合公園 3  128.10  2  108.47  

風致公園 3  20.00  2  13.50  

計 11  156.04  9  129.71  

都市緑地 1  0.59  1  0.59  

合計 12  156.63  10  130.30  

開設率 83.2％ 



(3)下水道施設 

下水道は、住環境の向上や公共用水域の水質保全などの重要な役割を担っています。 

 本市の下水道事業は、熱海処理区（熱海地区、伊豆山地区、南熱海地区）、泉処理区に分

かれており、計画決定の区域面積は 1,262ha となっています。 

 熱海処理区の汚水は、熱海市浄水管理センターで処理をしています。また、泉処理区の汚

水は、神奈川県湯河原町に処理を委託し、湯河原町浄水センターで処理をしています。 

現在までに約 784ha の区域が整備済です。 

 

＜処理区域別一覧表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

2-4 市街地開発事業 

 

(1)土地区画整理事業 

土地区画整理事業は、都市計画に沿った土地の有効利用と、道路等公共施設の一体的整備

を進め、健全な市街地形成を図るための手段です。 

 本市の土地区画整理事業は、昭和 25 年の熱海大火により大きな被害を受けた中心市街地

と熱海駅前の復興を目的として行われ、特に防災面に配慮して実施されました。 

 

 

 

 

区域別 

熱海処理区 泉処理区 計 

面 積 

(ha) 

面 積 

(ha) 

面 積 

(ha) 

計画区域 1,135 127 1,262 

認可区域 908 104 1,012 

整備済区域 716.63 67.42 784.05 



＜土地区画整理事業の概要＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

(2)市街地再開発事業 

①市街地改造事業 

市街地再開発事業は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、都

市施設と建築物を一体的に整備する事業です。 

 この事業は、本市で実施された当時は市街地再開発事業の前身で、市街地改造事業と防災

建築街区造成事業という名称でした。 

 
 

②防災建築街区造成事業 

防災建築街区造成事業は、都市の災害防止と、合理的な土地利用の増進、観光の整備改善

を目的とし、土地所有者等による耐震建築物の整備による市街地の防災性能の強化を促進

する事業です。 

本市では、昭和 36年と 39 年の 2回に分けて咲見町市区が全域防災建築街区に指定され、

都市計画道路熱海駅和田浜通り線改良事業と並行して整備されました。 

 

目 的 火 災 復 興 

第 1工区 1.7ha  

第 2 工区 13.1ha  

総面積 14.8ha  

設立認可年月日 昭和 25 年 4 月 25 日 

施工年度 昭和 25 年～昭和 35 年 



2-5 地区計画 

 

 地区計画は比較的小範囲の地区を対象とし、建築物・公共施設・その他の施設等を、その

地区の特性にあわせて、良好な環境になるように誘導するための計画で、住民の意向を反映

しながら策定するものです。 

 本市では、平成元年に熱海の市街地を臨む丘陵地の桜木町地区と良好な景観と自然環境

の形成及び医療福祉の集積は図ることを目的とした東海岸町医療集積地区が計画決定され、

東海岸町医療集積地区においては建築条例も施行し、建築物の形態等の制限を課していま

す。 

 

＜地区計画決定＞ 

地 区 計 画 面 積(ha) 最  終  決  定 

桜木町地区 3.5 平成 8 年 4 月 8 日 熱海市告示第 32 号 

東海岸町医療集積地区 2.9 平成 19 年 4 月 16 日 熱海市告示第 51 号 

 

 

2-6 開発許可 

 

都市計画法には、無秩序な開発が進行しないように開発許可制度が設けられています。 

この制度は、開発行為の内容について、基準に即して審査し、許可するものです。 

 本市は非線引の都市計画区域のため、3,000 ㎡以上の開発行為については許可が必要 

となります。 

 

＜許可が必要となる開発行為の規模＞        

市街化区域     ➡ 1,000 ㎡以上の開発行為 

市街化調整区域   ➡ すべての開発行為 

非線引都市計画区域 ➡ 3,000 ㎡以上の開発行為 

 

 平坦な土地が少ない当市では山間部でのマンション開発が進みましたが、バブル経済崩

壊後は開発許可の申請は少なくなっていますが、開発許可を取得したまま中断された土地

が多く残っているため、土地利用に制限が残っていることが大きな問題となっています。 

 

 

2-7 土地利用規制 

 

(1)宅地造成工事規制法 

 宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害を防止するために、宅地造成に関する

工事等について必要な規制を定めた法律です。この目的を達成するため、法律で災害の生ず

るおそれのある市街地又は市街地になろうとする区域を「宅地造成工事規制区域」に指定し

ています。本市においては、昭和 39 年と昭和 41 年に規制区域が指定されています。 

この区域内において一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には、市長の許可が必要と

なります。 



本市における「宅地造成工事規制区域」は指定面積 43.18 ㎢で、行政区域に対する面積比

率は約 70 パーセントとなっています。 

【造成宅地防災区域】 

 都道府県知事等は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者

等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地（附帯する道路等を含み、宅

地造成工事規制区域内の土地を除く。）の区域であって次のいずれかに該当するものを造成

宅地防災区域として指定することができます。  

現在、本市内で指定されている区域はありません。 

 

(2)国土利用計画熱海市計画 

国土利用計画法に基づき、熱海市が策定した計画。熱海市の健全な発展と均衡ある土地利

用の確保を目的として、熱海市の区域における土地の利用に関する将来指針を定めたもの

です。 

 

(3)国土利用計画法 

国土利用計画法には、土地の適正な利用を推進し、乱開発や無秩序な土地利用を防止する

ために、届出制度が設けられています。 

一定面積以上の大規模な土地の取引をした権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契

約を結んだ日から 2週間以内に市への届出が必要となります。 

届出書は都道府県知事(政令指定都市の長)に送付され、届出を受けた知事(市長)は、土地

の利用目的について審査を行い、必要に応じて助言や勧告を行います。 

本市は非線引の都市計画区域のため、届出が必要となる土地取引の規模は 5,000 ㎡以上

となります。 

 

＜届出が必要となる土地取引の規模＞ 

 

 

 

 

 

 

 

2-8 建築協定 

 

建築協定制度は、住宅地としての環境や商店街としての利便を高度に維持増進すること

などを目的として、土地所有者等同士が建築物の基準（建築基準法による最低基準を超えた

高度な基準）に関する一種の契約を締結するときに、公的主体（特定行政庁）がこれを認可

することにより、契約に通常の契約には発生しない第三者効を付与して、その安定性・永続

性を保証し、住民発意による良好な環境のまちづくりを促進しようとする制度です。 

熱海市建築協定条例に基づき、建築協定の対象地域は、熱海市全域です。 

※「第三者効」とは、契約当事者以外の第三者が当該契約の目的となっている土地等を取 

得したときに、当該第三者をも拘束する効力です。 

 

 

市街化区域          ➡ ２，０００㎡以上 

市街化区域を除く都市計画区域 ➡ ５，０００㎡以上 

都市計画区域外の区域     ➡ １０，０００㎡以上 



＜本市で認可されている建築協定＞ 

建  築  協  定 面 積(ha) 認可番号 認可年月日 

熱海市泉地ゆずり葉地区 

建築協定 
4.960511  建第 56-5 号 昭和 58 年 5 月 11 日 

熱海自然郷熱海台別荘分譲地 

建築協定  
8.9665  建第 50-2 号 昭和 50 年 7 月 11 日 

下多賀中野分譲地建築協定 1.31  建第 57-10 号 昭和 57 年 11 月 28 日 

南熱海月見ヶ丘分譲地 

建築協定 
0.541351  住安第 15-1 号 平成 15 年 7 月 29 日 

 

 

2-9 地籍調査 

 

 地籍調査とは、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査

し、境界の位置と面積を測量する調査です。「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」の

ことです。各個人には固有の「戸籍」という情報があり、様々な行政場面で活用されている

のと同様に、土地についても「地籍」の情報が行政の固定資産税算出の際の基礎情報となる

など、市町村における様々な行政事務の基礎資料として活用されます。  

なお、地籍調査は、国土調査法に基づく「国土調査」の１つとして実施されています。本

市での地籍調査事業は、昭和 47 年度に初島地区を、昭和 61～63 年度に泉地区の一部を実

施して以来、休止をしておりましたが、平成２４年度より渚町地区の一部において事業を再

開いたしました。 

 

〇熱海市の地籍調査の実施状況について 

実施状況：1.76 ㎢（進捗率 3.4％） 平成 31 年 3 月現在 

 

【都市部官民境界基本調査】 

人口集中地区、中心市街地など国として重点的な対応を講ずる必要がある地区において、

官民境界（街区の外周位置）について測量などを行い、地図の数値化データや図面データを

作成し、基礎的情報についての調査を行うものです。 

 

 

2-10 関係法令 

 

(1)熱海市まちづくり条例 

熱海市が策定した条例。良好な住環境と美しい景観を備える文化の香り高い国際観光温

泉文化都市熱海の実現を寄与することを目的として、熱海市のまちづくりについて、その基

本理念を定め、市民等、事業者及び市の責務等を明らかにするとともに、まちづくりの基本

となる事項、本市の特性を活かしたまちづくりの仕組み、開発事業に伴う手続き及び開発事



業に関する基準並びに都市計画法の規定に基づく都市計画の手続きの仕組みを定めたもの

です。 

 

①地区まちづくり計画の取組み ～住民発意によるまちづくり～ 

地域住民が「地区まちづくり協議会」を組織し、「地区まちづくり計画」に基づくまちづ

くりの取組みを行なっています。 

 

＜地区まちづくり協議会＞ 

 

 

 

 

 

 

＜地区まちづくり計画＞ 

熱海市まちづくり条例に基づき、一定の地区において地区住民等で組織する 

団体（地区まちづくり協議会）が策定する地区に限定したまちづくりの計画です。 

地区まちづくり計画では、土地利用、建築物・工作物、防災等に関する事項を定めます。 

 

 

 

 

②まちづくり推進地区の取組み ～市の発意によるまちづくり～ 

市が「まちづくり推進地区」を指定し、「まちづくり推進地区計画」に基づくまちづくり

の取組みを行なっています。 

 

 

 

 

 

(2)熱海市景観条例 

 熱海市都市景観条例は、熱海の豊かな自然や街の景観を守り、育てることにより、誰か 

らも愛される美しい街づくりを行うことを目的に、平成 4 年 4 月 1 日から施行されたもの

です。（ただし、大規模建築物等の届出制度は、同年 7 月 1 日から施行）条例では、豊かな

自然や街の景観を守るために、緑地景観保全区域の指定や、大規模建築物等の景観形成の誘

導を図ります。 

 緑地景観保全区域の指定は、熱海市の景観にとって重要な緑地を対象として、土地所有者

の方々の意見を伺いながらすすめていきます。大規模建築物等は、街の中で目立ちやすいた

め、良好な外観とすることが望まれます。そのため、一定規模以上の建築物等の新改築等を

行う場合には、届け出が必要となります。 

 

(3)熱海市屋外広告物条例 

屋外広告物は、私たちのくらしや商業活動に必要な情報を提供するとともに、まちなみを

構成し、そのまちのイメージとなる重要な要素となっています。 

協 議 会 認 定 日 

清水町まちづくり協議会 平成 18 年 7 月 11 日認定 

仲見世通りまちづくり協議会 平成 19 年 4 月 12 日認定 

熱海銀座まちづくり協議会 平成 23 年 4 月 6 日認定 

地区まちづくり計画 認 定 日 

仲見世通り地区まちづくり計画 平成 21 年 11 月 4 日協定締結 

地区まちづくり推進地区 対象地域 

渚地区まちづくり推進地区 渚町全域 約 6.9ha 



平成 21 年 3 月 31 日までは静岡県条例の基準で屋外広告物の規制を行っていましたが、

本市の特性を踏まえて、熱海市屋外広告物条例を平成 21 年 4 月 1 日に施行しました。良好

な景観を形成し、又は風致を維持するとともに、公衆に対する危害の防止を図ることを目的

として、屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物及び広告物を掲出する物件について、広

告物の色彩や大きさを制限しています。 

 

(4)熱海市風致地区条例 

風致地区は、都市の風致を維持するために都市計画によって定められています。風致とは

樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観をいいますが、これらは生活に潤いを与

え、緑豊かな住環境を作り出しています。近年風致地区内の宅地化や斜面地の開発が進行し

ているため、都市における良好な風致の維持が困難な状況となりつつあります。 

平成 27 年 3 月 31 日までは静岡県条例の基準で規制を行っていましたが、県条例廃止に

伴い平成 28 年度より熱海市風致地区条例を施行しています。 

近年の大規模森林伐採行為への対応として、平成 29 年 9 月 29 日に熱海市風致地区条例

許可等審査基準を改正しました。 

  

 

2-11 参考資料 

 

(1)関連計画一覧 

①都市計画マスタープラン（2018 年策定） 

 ②立地適正化計画（2021 年策定） 

 ③まちづくり基本計画（2005 年策定） 

 ④国土利用計画熱海市計画（1994 年策定） 

⑤景観計画（2006 年策定） 

⑥緑の基本計画（2002 年策定） 

⑦移動等円滑化基本構想（2007 年策定） 

 ⑧移動等円滑化基本構想特定事業計画（2009 年策定） 

⑨まちづくりビジョン（2009 年策定） 

⑩観光地エリア景観計画（2016 年～策定） 

⑪都市再生整備計画（2008 年策定） 

⑫東伊豆・中伊豆地域公共交通網形成計画（2018 年策定） 
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